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雇用保険の被保険者について6
基本的な考え方
　雇用される労働者は、常用・パート・アルバイト・派遣等、名称や雇用形態にかかわらず、① 1 週間
の所定労働時間が 20 時間以上であり、② 31日以上の雇用見込みがある場合には、原則として被保険
者となります。
労働者の届出
　新たに労働者を雇い入れた場合は、その都度、事業所を管轄する公共職業安定所（ハローワーク）に
「雇用保険被保険者資格取得届」の提出が必要です。
　また、雇用保険被保険者が離職した場合は、「雇用保険被保険者資格喪失届」と失業給付額等の決
定に必要な「離職証明書」の提出が必要です。
被保険者の範囲
　適用事業所に雇用される労働者は、次の「被保険者とならない者」を除き、本人が希望するか否かに
かかわらず被保険者となり、雇用保険料の申告納付が必要です。

※平成29年1月1日より65歳以上の労働者についても雇用保険の適用対象となっています。
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充当後還付額が出る場合の例②

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　）
還付額が出た場合、管轄の労働局に「労働保険料・一般拠出金還付請求書」を提出し、還付の請求を行
ってください。
納付する保険料がない場合は申告書を金融機関・郵便局へ提出することはできません。
管轄の労働局へ直接ご提出いただくか、郵送されるようお願いします。
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